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公
布
さ
れ
た
規
則
の
あ
ら
ま
し 

○
佐
賀
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
八
二
号
） 

１ 

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
契
約
に
係
る
書
面
の
記
載
事
項
を
定
め
る
こ
と

と
し
た
。
（
第
四
条
の
二
関
係
） 

２ 

青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
な
い
旨
の
申
出
に
係
る
書
面

の
記
載
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
条
の
三
関
係
） 

３ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

４ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
養
ほ
う
振
興
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
八
三
号
） 

１ 

養
ほ
う
振
興
法
の
改
正
に
伴
い
、
身
分
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（
第

五
条
及
び
様
式
第
四
号
関
係
） 

２ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

３ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○
佐
賀
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
八
四
号
） 

１ 

み
つ
ば
ち
転
飼
条
例
の
題
名
が
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と

と
し
た
。
（
別
表
関
係
） 

２ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 


